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衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
東
日
本
大
震
災
に
係
る
被
災
者
支
援
の
現
状
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
避
難
者
の
数
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
十
六
日
現
在
、
岩
手
県
で
は
一
万
八
千
六
百
四
十
一
人
、
宮
城
県
で
は

一
万
九
千
二
百
六
十
六
人
、
福
島
県
で
は
二
万
二
千
六
十
三
人
、
そ
の
他
の
都
道
府
県
で
は
二
万
四
千
三
百
六
十
六
人
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
、
避
難
所
に
い
る
者
の
数
は
、
岩
手
県
で
は
七
千
十
八
人
、
宮
城
県
で
は
一
万
七
千
二
百
三
十
一
人
、
福
島

県
で
は
四
千
七
百
四
十
四
人
、
そ
の
他
の
都
道
府
県
で
は
二
千
三
百
四
人
で
あ
る
。
ま
た
、
在
宅
通
所
者
（
在
宅
で
、
避
難

所
に
お
い
て
給
食
や
物
資
の
支
援
を
受
け
て
い
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
は
、
岩
手
県
で
は
九
千
五
百
九
十
一
人

で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
関
係
各
県
に
お
い
て
、
被
災
者
の
希
望
や
活
用
可
能
な
民
間
賃
貸
住
宅
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
適
時
見

直
し
を
行
っ
た
上
で
、
建
設
が
必
要
と
な
る
応
急
仮
設
住
宅
の
戸
数
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

避
難
所
に
お
け
る
在
宅
通
所
者
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
は
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、

一



そ
の
終
了
の
可
否
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
義
援
金
に
つ
い
て
は
、
日
本
赤
十
字
社
及
び
各
市
町
村
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
日

現
在
、
第
一
次
配
分
と
し
て
日
本
赤
十
字
社
等
か
ら
各
県
に
送
金
さ
れ
た
義
援
金
の
う
ち
、
岩
手
県
で
約
六
十
四
パ
ー
セ
ン

ト
、
宮
城
県
で
約
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
福
島
県
で
約
六
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
が
被
災
者
に
配
付
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
違
い
の
理
由
」
に
つ
い
て
は
、
被
災
状
況
の
違
い
な
ど
様
々
な
事
情
が
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
福
島
県
に
お
い
て
は
、
義
援
金
の
配
付
対
象
で
あ
る
、
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発

電
所
の
事
故
に
よ
り
避
難
の
た
め
の
立
退
き
又
は
屋
内
へ
の
退
避
を
指
示
さ
れ
た
世
帯
に
つ
い
て
、
住
家
の
被
害
認
定
の
事

務
が
不
要
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

六
に
つ
い
て

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金

（
以
下
「
支
援
金
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
二
日
現
在
、
五
万
六
千
四
百
三
十
八
件
の
申
請

が
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
人
で
あ
る
財
団
法
人
都
道
府
県
会
館
に
対
し
て
な
さ
れ
て
お

二



り
、
そ
の
う
ち
、
二
万
千
四
百
三
十
五
件
の
審
査
が
完
了
し
、
支
給
手
続
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
財
団
法
人
都
道
府
県
会
館
に
お
い
て
、
事
務
処
理
要
員
の
大
幅
な
増
員
、
勤
務
体
制
の
見
直
し
等

が
行
わ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
今
後
支
援
金
支
給
シ
ス
テ
ム
の
改
善
等
が
行
わ
れ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
は
、
都
道
府
県
が
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
人
で
あ
る
財
団
法
人
都
道
府
県
会
館
に
委
託

し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
当
該
事
務
に
要
す
る
事
務
費
に
つ
い
て
、
直
接
支
援
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い

な
い
。

九
か
ら
十
二
ま
で
に
つ
い
て

東
京
電
力
株
式
会
社
に
よ
る
仮
払
補
償
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
日
現
在
、
支
払
総
額
は
約
五
百
二
億

円
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
被
災
世
帯
に
対
す
る
も
の
は
約
四
百
八
十
八
億
円
、
農
林
漁
業
者
に
対
す
る
も
の
は
約
十
二
億
円
、

農
林
漁
業
者
以
外
の
事
業
者
に
対
す
る
も
の
は
約
二
億
円
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
被
災
世
帯
に
対
す
る
支
払
件

数
は
約
五
万
二
千
件
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
な
お
、
農
林
漁
業
者
及
び
農
林
漁
業
者
以
外
の
事
業
者
か
ら
同
社
に
対
し

三



て
請
求
さ
れ
た
補
償
金
の
総
額
に
つ
い
て
は
、
同
社
に
お
い
て
公
表
し
て
お
ら
ず
、
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
な
い
。

今
後
の
仮
払
補
償
金
の
支
払
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
が
策
定
す
る
指
針
等
を
踏
ま
え
、
東
京
電
力

株
式
会
社
が
対
応
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
政
府
と
し
て
、
今
後
の
見
通
し
に
つ
い
て
確
定
的
な
こ
と
を
申
し
上
げ

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

十
三
及
び
十
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
を
含
め
、
今
後
の
仮
払
補
償
金
の
支
払
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
が
策
定
す
る
指
針
等

を
踏
ま
え
、
東
京
電
力
株
式
会
社
が
速
や
か
に
対
応
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
と
承
知
し
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、平
成
二
十
三
年
六
月
十
四
日
に
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
案
を
国
会
に
提
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

被
害
者
の
方
々
が
迅
速
か
つ
適
切
な
賠
償
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
万
全
を
期
し
て
ま
い
り
た
い
。

四


